
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火器の処分 

困っていませんか？ 

 

回 覧 



トラブル防止のポイント   

昨今では、個人住居以外の事業を営む

建物にも販売・点検等による高額請求

等の事件が発生しています。 

★身分証明書等の提示を求める。  

★販売・点検等を拒否する。     

★契約書にハンコを押さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意

お問合せ先                      

かすみがうら市消防本部 予防課  ☎ 0299-59-0119 


